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非公募の
場合，その
理由

今
後
の
方
針

　管理運営方法の見直し

　当施設は､設置当初より設置場所である駒込周辺地域の住民により管理運営することを
前提として設置された施設であり、また、配点評価がＢ以上であることから、引き続き非公
募で「労働安全衛生推進施設利用組合」に管理運営を行わせることが適当である。

　指定管理者制度を更新する場合

今後の管
理形態

選定方法

理　由

三条市駒込８４０－１

地域住民の連帯感を高め住みよい地域社会づくりの推進に資することを目的としている
もの。

評
　
価

　「 労働安全衛生推進施設利用組合」は、本施設設置にあたり、組織された団体であり、管理委託時代
から引き続き積極的に管理運営に努めている。利用状況も概ね良好で、近隣地域の住民や団体の利
用もあり、周辺地域の交流拠点施設的な役割を担っている。
　利用者から好評の声も多く、今後も現在の安定した経営を維持しながら、更なるサービス向上につい
て努めてもらいたい。

労働安全衛生推進施設利用組
合

管理運営状況評価

施設名

設置目的

指定管理
者名

指定管理
業務の内
容

指定管理者総合評価シート

導入効果

所在地

786千円

設
置
年
月
日

施設の維持管理
地域主導の指定管理を行うことにより、地域の施設として住民が協働で維持管理を行う
ことにより、運営団体の自立や地域活性化に繋がった。

指定管理
料（千円）

規模

労働安全衛生推進施設

施設の管理運営等

平成７年

平成23年４月１日から平成28年３月31日ま
で

指定期間

786千円
786千円

834千円

・敷地面積：2,026.82㎡  延床面積：514.06㎡
・構造：RC造　木造
・室名（トレーニングルーム、ミーティングルーム）

786千円

最高配点 37 配点評価 B
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